
（資料３_補足） 
 

武道ツーリズム推進にあたっての課題と対応策（案） 
 

 

１．「地域の意識啓発及びコンテンツ開発・受入体制強化」に向けた取組 

 

（１）多用な体験コンテンツの開発 

ア ベーシックプログラムの作成 

インバウンドが日本の歴史・伝統文化体験や日本の日常生活体験等を求めていることを考

慮し、武道団体や観光団体等と連携して、武道の歴史・文化やその精神性、作法、基本動

作、安全管理、マナー等の情報を伝えるためのベーシックプログラムを作成する。特に、日

本文化としての武道に触れることを求める武道未経験者又は初心者（ライト層）に対して

は、ニーズに合致したプログラムとなるよう工夫が必要である。 

（実践者・地域からの意見） 

   ・パンフレット等でステップごとに体験してもらうことも可能 

・インバウンド観光客向けの指導経験がなく、何をどの程度行えば良いのか不明確であるた

め、受入れに踏み込めない状況 

・モデルメニュー、ガイドライン、マニュアルの制定が必要 

・指導を補足する外国語版の稽古説明資料、ガイドブックの整備が必要 

・ライト層は道具、指導者、体験内容等、検討しなければならない事項が多い 

・武道歴や有段位に応じた料金表を作成するなど、指導者が技量に合った謝金を受け取れる

環境整備が必要 

 

イ 複数の武道や周辺観光と融合した付加価値の高いコンテンツの開発 

武道ツーリズムを体験する者は日本の歴史・文化に高い関心を持っている者であるため、

そのレベルに合わせた観光コンテンツを用意する。（発祥地の日本での稽古や著名な指導者

からの指導を求める有段者（コア層）に対しては、高い専門ガイドによる武道の歴史（ルー

ツ、流派等）や関連した観光商品を、ライト層に対しては、他のスポーツアクティビティと

の組み合わせや武道の楽しさを周りに伝えたくなるような観光商品を提供する等、創意工夫

を図る） 

（実践者・地域からの意見） 

   ・出張型の商品の造成や金額設定の検討が必要 

・地元のオペレーターや旅行代理店と連携して実施できる仕組み作りが必要 

・武家屋敷、日本家屋、城郭等の活用を検討 

・武道の歴史、特徴や縁の地等を多言語で説明できるガイド育成が課題 

・商品造成に向けて様々な企業の連携が必要（例：武道＋座禅＋宿坊など） 

 

（２）多言語対応が可能な人材の育成・確保 

ア 人材情報ネットワークの形成 

多言語対応で武道の歴史・文化（伝統・精神）・ルール・技術を伝える人材を確保するた

め、武道団体、JICA、UNIVAS、訪日留学生・通訳ガイド等を通じて人材ネットワークを形成

する。（マッチング、シェアリング） 

（実践者・地域からの意見） 

   ・退職者や主婦など時間が確保できる愛好家以外の指導者の確保が困難 



・武道ツーリズム事業者（商品提供者）と連携することが可能で、地域の歴史・文化を伝え

ることが出来る指導者の確保が困難 

・多言語対応可能な指導者は非常に少ないため、通訳ガイドの確保が必要 

 

イ 有用人材の育成・確保 

インバウンド向け有用人材を育成するとともに、ブラッシュアップを図るため、語学や技

能等の研修会を定期的に開催する。 

（実践者・地域からの意見） 

   ・指導者が高齢であり後継者育成が必要 

・英語以外の言語に対応できる人材が不足（西・仏・中・露は需要あり） 

・指導自体にはあまり言葉は重要ではないが、細かな動作等についての通訳は必要 

・指導者にフレーズを覚えてもらう必要 

 

ウ 武道ツーリズム伝道師等の認定制度の創設 

インバウンド向けに安定的なコンテンツを提供するため、ベーシックプログラムに沿って

事業を展開する武道ツーリズム事業者の認定制度を創設し、優良事業者及び連携する指導者

等の国際的な認知度向上を目指す。 

 

（３）インバウンドの受入環境整備 

ア 施設情報ネットワークの形成 

武道ツーリズムで使用可能な施設が少ないため、地方公共団体や武道団体を通じて、武道

館や体育施設等の施設資源情報を集約し、施設情報ネットワークを形成する。 

（実践者・地域からの意見） 

・数百人規模の人数を受け入れ可能な施設はほとんどない 

・施設に指導者が常駐していないため、常時対応に課題 

 

イ 施設改修・道具整備 

多くの武道館や体育施設等においては、Wi-Fi環境、キャッシュレス対応、空調等が整備さ

れておらず、トイレ・更衣室等もインバウンドに対応していない。また、老朽化や非常口・

避難経路の確保も課題となっている。武道ツーリズムを推進するためには、こうした施設を

改修していくことはもちろんのことであるが、経済価値を生みだして指導者や施設等に再投

資していく好循環を生み出すことが重要である。 

（実践者・地域からの意見） 

   ・施設が老朽化しているため維持修繕が必要 

・インバウンド向けにトイレやシャワーの施設整備が必要 

・レンタル道具、保守管理等の目途が立っていないため、まずは道具を持っているコア層を

ターゲットにせざるを得ない状況 

・ライト層へのレンタルサービスがあれば良く、購入希望者も多いのでビジネスに繋がる 

 

ウ 多言語対応 

案内標識、HP、パンフレット、プロモーション、安全対策表示・マニュアル、宿泊施設

等、受入環境の多くは多言語に対応していないため、インバウンドの満足度向上に向けて整

備する。 



（実践者・地域からの意見） 

  ・知識不足によるマナーやルール面でのトラブルも多いため、マナーブックがあれば良い 

 

（４）官民が連携したモデル事業の実施 

官民が連携し、先行して取り組んでいる地域において、大胆にインバウンド目線を取り入れ

たモデル事業（コンテンツ開発、受入環境整備等）を実施し、他の地域へ横展開を図る。 

（実践者・地域からの意見） 

・武道種別毎にモデル地域を選定しリーディングプロジェクトとして実施するのが良い 

 

（５）資源情報データベースの構築 

（２）及び（３）で得られた、人・物・施設等の情報を一元的に集約・管理し、有用な情報

が見える化されたデータベースを構築するとともに、武道ツーリズムを推進しようとする者が

活用できるようマッチング手法を開発する。 

 

（６）インバウンドニーズの調査 

国・地域別、武道種別の関連データやインバウンドニーズを調査し、地域・関係者に積極的

に情報提供する。 

（実践者・地域からの意見） 

・事業予測が立てられないため、市場関連データの整備が必要 

 

（７）普及啓発のためのセミナーの実施 

関係者への普及啓発や、地域・武道団体・関係企業等のマッチング機会を創出する。 

 

（８）世界武道Games（仮称）の開催 

「武道＝日本」という国際的認知度を向上させるため、一般参加型競技横断的な世界大会の

開催を検討する。 

 

 

２．「国・企業・地域・団体等の連携強化」に向けた取組 

 

（１）武道ツーリズム推進組織の設立 

スポーツ及び観光に関わる多くの関係者が一体となって、武道大会・合宿の誘致・開催、武

道関係資源を活かした旅行商品化など、武道ツーリズムに取り組む組織の設立（既存組織の業

務拡充を含む）を検討する。 

具体的には、関係機関と連携して、１の（２）イ・ウ、（４）～（７）等の体制整備や全国

ネットワーク構築に取り組むとともに、２の（２）等に関するコンサルタントの役割、３の

（１）～（３）等の情報発信等を行う。 

（実践者・地域からの意見） 

・武道ツーリズムを推進するためには、世界的なネットワークを構築していくことが必要であ

り、このことを担う中間支援団体が必要 

 

（２）地域レベルでのアライアンス（協力体制）の構築 

直接指導を行ったり、武道の精神・文化を伝えるためには武道関係者の協力は不可欠であ



り、ツーリズムと融合させていくためには地域・観光関係者との連携が不可欠である。このた

め、それぞれが武道ツーリズムに取り組む意義や役割分担を共有しつつ、武道ツーリズムを推

進していくための協力体制を構築する。 

（実践者・地域からの意見） 

・武道団体の理解、取組目的の明確化が必要 

・中央武道団体から全体に意識や体制を構築していくことが必要 

・競技力向上を目的とする武道団体の理解や協力をどのように得るかが課題 

・有段者は自分の志として実施しているためツーリズムという視点での説明が難しい 

・中央武道団体が武道ツーリズムに取り組む姿勢を示すことは、施設・指導者の確保に有効 

 

 

３．「官民連携プロモーション」に向けた取組 

 

（１）官民が連携したデジタルプロモーションの実施 

武道ツーリズムをスポーツコンテンツや文化コンテンツと一体的に国内外に発信していくこ

とが重要であり、特に、東京2020オリパラ大会やそれ以降の国際スポーツ・武道大会の際に

は、コンテンツに紐づいた一気通貫のデジタルプロモーションを展開していく。また、コンテ

ンツを集約したWEBサイトの構築等も実施する。 

（実践者・地域からの意見） 

・スポーツ庁や観光庁による専用サイトの開設が必要 

・関心喚起に向けたブランディングが必要 

・海外に向けて情報を発信するWebサイト構築が必要 

・武道をテーマとしたアニメや実写映画の制作 

 

（２）関係省庁や関係機関の海外拠点と連携した情報発信 

外務省在外公館、JICA、JETRO、クールジャパン機構等、海外窓口を有している機関のネット

ワークを活用した武道ツーリズムの情報発信を行うとともに、海外で行われるエキスポやイベ

ント等において、現地で武道ツーリズムを体験してもらえるよう、現地の日本人武道関係者や

各競技団体の海外支部等と連携して取り組む。 

（実践者・地域からの意見） 

・旅行博等への出展の必要 

 

（３）各競技団体の海外支部と連携した情報発信 

日々武道に慣れ親しむ愛好家とのネットワークを構築している各競技団体の海外支部を通じ

て、昇段試験や大会・合宿等の参加のために訪日する者に武道ツーリズム（特に周遊観光）を

体験してもらい、その希少性と満足度の高さを積極的に発信してもらうように取り組む。 

 

（４）AR・VR等を活用した疑似体験コンテンツの整備 

AR・VR等の最新技術を活用した疑似体験コンテンツを整備し、都市部に多く訪れるインバウ

ンド（特にライト層）を地方部へ誘客するためのきっかけとする。さらに体験プログラムにも

間接的に活用する。 

（実践者・地域からの意見） 

・著名な選手や歴史上の人物と武道体験が可能なVRの開発等 



 

４．その他（国の支援策の拡充） 

国は、既に武道ツーリズムに取り組む団体等の活動支援に加えて、新たに取り組む団体等の体

制整備も行っていく。 

特に、武道ツーリズム推進組織に対しては、２の（１）で記載した事業を行うための活動支援

を重点的に行う。 

（実践者・地域からの意見） 

・個人事業者が使える国の支援事業があると良い 

 

 


